
1 弥栄支所防災自治課 いわみ留学受入業務 令和7年10月1日
弥栄町複業協同組合
浜田市弥栄町長安本郷399番地1

2,271,709 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号
弥栄複業協同組合は、弥栄地域の重要な産業である農業を支え、オーガニックを中心とした地域産業の事業者で構成さ
れています。労働派遣事業を主として行っているため、この法人は人脈やノウハウを活かしていわみ暮らし留学事業を
展開できます。したがって、委託先として最適と判断したため。

2 消防総務課
消防業務支援システム(ソフトウエア)保
守業務

令和7年10月6日
株式会社MJC
宮崎県宮崎市霧島二丁目84番地1

2,577,432 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号

　救急、火災、予防、危険物業務の内容は多岐にわたり、今後消防業務を円滑に行うために蓄積データの重要性が高
く、他のシステムに移行した場合、データの完全移行が担保できないため、現システムを継続する必要があること。
　また、現システムは、ベンダーが別に契約しているサポート会社が浜田市内にあり、機器障害等サポートが迅速に受
けられること。

3 人事課
COUS人事給与システム子ども・子育て支
援金制度改正対応業務

令和7年10月7日
株式会社サンネット
広島県広島市中区袋町4-21

2,926,000 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号
改修対象となる人事給与システムは、㈱サンネットが提供しているサービスであり、改修を行えるのは㈱サンネットの
みであるため。

4 建設企画課
令和7年度　小国3地区地籍調査に係る刈
払業務

令和7年10月8日
有限会社松江測地社　浜田支店
浜田市金城町七条ハ372

2,174,700 地方自治法施行令第167条の2第1項第6号
本業務は、次年度の測量作業の遅延を招くことがないように、今年度の一筆地調査の事前作業として行う必要があるこ
とから、本年度の契約履行中の「令和7年度小国3地区一筆地調査業務」に関連する付帯的な業務であり、現地に精通し
ている受注者以外に発注することは不利となるため、相手方を一筆地調査業務の契約先とする

5 観光交流課
美又温泉外湯建設工事に伴う建築主体工
事に使用する木材調達

令和7年10月10日
浦田木材株式会社
浜田市黒川町1572-1

18,111,172 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号
本業務は、建築用資材として使用するための原材料（浜田市産木材）を調達するもの。
浦田木材㈱が、浜田・江津地域で唯一構造用製材ＪＡＳ認定を受けた工場を有しており、かつ、木材乾燥機を有してい
るため。

6 建設企画課
令和7年度万灯山公園イルミネーション業
務

令和7年10月10日
株式会社S.E.I
浜田市金城町今福281-1

2,489,685 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 浜田市プロポーザル方式選定委員会での審査結果による。

7 DX推進課 ローカルブレイクアウト環境構築業務 令和7年10月14日
株式会社サンネット
広島県広島市中区袋町4-21

49,170,000 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号

昨年度、株式会社サンネットと実施した実証実験に基づき、セキュリティゲートウェイを活用したローカルブレイクア
ウト環境を本格的に構築することを目的としています。
また、株式会社サンネットが構築、運用保守を行っているネットワークとの関連性が非常に多く、環境構築やネット
ワーク変更等を含む全体的な業務を一括して行えることから同社へ依頼する。

8 工務課 宮ヶ迫西ポンプ場シーケンサ外修繕 令和7年10月14日
小松電機産業株式会社
松江市乃木福富町735-188

495,000 地方公営企業法施行令第21条の13第1項第5号
宮ヶ迫西ポンプ場の自動運転が正常に稼働しなくなり、施設の維持管理に支障が生じたため、早急な原因の調査と対応
を、監視及び計装設備の納入業者である小松電機産業株式会社へ指示した。

9 工務課
国府配水池300系配水流量計変換器修繕
(取替)

令和7年10月14日
小松電機産業株式会社
松江市乃木福富町735-188

418,000 地方公営企業法施行令第21条の13第1項第5号
国府配水池300系流量計の数値が異常値を示し監視業務に支障が生じたため、早急な原因の調査と対応を、監視及び計装
設備の納入業者である小松電機産業株式会社へ指示した。

10 工務課 湯屋配水池電磁流量計修繕（取替） 令和7年10月14日
小松電機産業株式会社
松江市乃木福富町735-188

3,250,000 地方公営企業法施行令第21条の13第1項第5号
湯屋配水池流量計の数値が異常値を示し監視業務に支障が生じたため、早急な原因の調査と対応を、監視及び計装設備
の納入業者である小松電機産業株式会社へ指示した。

11 DX推進課 浜田市統合型GISクラウド運用保守業務 令和7年10月16日
株式会社パスコ　山陰営業所
松江市朝日町498番地6号

15,378,000 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号

現在使用している案内地図は株式会社パスコ所管のデータであり、仮に別の事業者へ変更した場合、データ移行や新た
な地図作成に別途費用がかかることとなる。また、同社が提供している公開型ＧＩＳ「マップonしまね」や土地評価シ
ステム等との連携を行う必要があり、データ連携に対応できるのは同社のみであるため、同社と随意契約を行うもので
ある。

12 地域福祉課
令和7年度生活保護システム標準化対応業
務

令和7年10月27日
北日本コンピューターサービス
株式会社
秋田県秋田市南通築地15番32号

1,196,800 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号
浜田市版生活保護システムは、平成16年度に北日本コンピューターサービス株式会社から調達・構築した。また、平成
28年10月に同社でシステム更新を行うとともに、北日本コンピュータでの標準化システムへの移行作業を実施し、シス
テム改修は北日本コンピューターサービス株式会社のみが可能であるため。

13 地域福祉課
避難行動要支援者名簿システム標準準拠
システム連携対応業務

令和7年10月28日
株式会社浜田コンピューターシ
ステム
浜田市下府町327番地85

1,509,200 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号
避難行動要支援者名簿システム改修は、システム開発業者である株式会社浜田コンピューターシステム以外での対応は
できないため。

14 工務課 施設計装設備等点検業務 令和7年10月28日
小松電機産業株式会社
松江市乃木福富町735-188

2,832,500 地方公営企業法施行令第21条の13第1項第2号

本業務は、浜田地区・工業用水道の各施設計装設備を点検整備し、正確なデータを浜田市上水道統合監視制御設備に反
映させ、耐用年数を経過した部品の交換を実施するものである。本業務作業時は浜田市上水道統合監視制御設備を停止
させ、システムのデータを正確に反映させることが必須となるため、本業務を履行できるのはシステム開発業者の小松
電機産業株式会社のみとなるため。

15 下水道課
弥栄地区農業集落排水施設汚泥脱水運搬
業務

令和7年10月28日
有限会社江津衛生公社
江津市都野津町2307番地12

単価契約 地方公営企業法施行令第21条の13第1項第2号 本業務対象施設の維持管理業務を有限会社江津衛生公社に委託しているため。

16 建設企画課 令和7年度　原井町5地区一筆地測量業務 令和7年10月30日
株式会社サンワ
浜田市下府町327−1

1,595,000 地方自治法施行令第167条の2第1項第6号
本業務は、今年度発注した測量業務の追加分である。当業務委託地である原井町5地区は、株式会社サンワが一筆地調査
における筆界確認等の経緯や、地籍調査測量での情報を熟知していることから、今回の業務委託について、他社よりも
円滑で責任を持った施工が可能であるため。

17 建設企画課 令和7年度　後野町2地区一筆地測量業務 令和7年10月30日
株式会社グランド調査開発
浜田市長浜町703−1

3,597,000 地方自治法施行令第167条の2第1項第6号
本業務は、今年度発注した測量業務の追加分である。当業務委託地である後野町2地区は、株式会社グランド調査開発が
一筆地調査における筆界確認等の経緯や、地籍調査測量での情報を熟知していることから、今回の業務委託について、
他社よりも円滑で責任を持った施工が可能であるため
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